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院
群
の
再
編
成
と
地
域
包
括
ケ
ア
体
制

の
構
築
へ
、2
0
1
4
年
度
か
ら
の
診

療
報
酬
が
改
定
さ
れ
た
。改
革
方
針
に
沿
っ
た

内
容
で
、確
か
な
ホ
ッ
プ
を
踏
ん
だ
が
、ス
テ
ッ

プ
、ジ
ャ
ン
プ
へ
、い
か
に
つ
な
げ
る
か
。

あ
の
手
こ
の
手
で

「
高
度
」を
選
り
分
け

　「
7
万
床
程
度
」と
、厚
労
省
が
見
込
ん
だ
看
護

師
配
置
7
対
1
の
重
症
患
者
向
け
は
36
万
床
に

膨
ら
ん
だ
。高
い
報
酬
に
釣
ら
れ
看
護
師
の
激
し

い
争
奪
や
軽
症
患
者
の
入
院
も
少
な
く
は
な
い
。

　
こ
の
た
め
高
度
急
性
期
と
一
般
急
性
期
の
棲

み
分
け
を
誘
導
し
て
い
く
。

　
体
制
充
実
の
特
定
集
中
治
療
室（
I
C
U
）へ

の
報
酬
を
新
設
▽
看
護
師
配
置
4
対
1
な
ど
の

ハ
イ
ケ
ア
ユ
ニ
ッ
ト
の
報
酬
引
き
上
げ
▽
短
期

滞
在
手
術
の
対
象
拡
大
と
平
均
在
院
日
数
か
ら

の
除
外
▽
入
院
90
日
超
の
難
病
患
者
、重
度
身
障

者
の
報
酬
引
き
下
げ
、あ
る
い
は
平
均
在
院
日
数

計
算
の
対
象
へ（
病
院
側
の
選
択
）▽
全
身
麻
酔

に
よ
る
手
術
件
数
の
多
さ
や
24
時
間
体
制
の
救

命
救
急
な
ど
に
報
酬
を
加
算
▽
重
症
な
新
生
児

の
集
中
治
療
へ
の
報
酬
引
き
上
げ
―
―
。

　
あ
の
手
こ
の
手
の
誘
導
策
で
15
年
度
ま
で
に

目
標
の
25
%（
9
万
床
）程
度
を
削
減
で
き
る
か

ど
う
か
。

よ
み
が
え
る
外
来
の

定
額
報
酬
　

　
早
期
退
院
者
や
自
宅
療
養
者
ら
を
支
え
る
地

域
医
療
の
再
構
築
が
も
う
1
つ
の
主
目
標
に
な

る
。報
酬
名
で
も「
地
域
包
括
診
療
料
」、「
地
域
包

括
ケ
ア
病
棟
入
院
料
」な
ど
と「
地
域
包
括
」は
い

さ
さ
か
乱
発
気
味
で
あ
る
。

　
こ
の
中
で
大
事
な
の
は
主
治
医（
か
か
り
つ
け

医
）を
普
及
さ
せ
る「
地
域
包
括
診
療
料
」と
い
う

定
額
報
酬
だ
ろ
う
。高
血
圧
症
、糖
尿
病
、脂
質
異

常
症
、認
知
症
の
う
ち
2
つ
以
上
を
抱
え
る
患
者

を
診
る
診
療
所
と
2
0
0
床
未
満
の
病
院
に
1

人
当
た
り
月
額
1
万
5
0
3
0
円
を
払
う（
薬

剤
料
、病
状
悪
化
時
の
5
5
0
0
円
以
上
の
検
査
・

画
像
診
断
、在
宅
医
療
の
訪
問
診
療
料
・
在
宅
時

医
学
総
合
管
理
料
な
ど
を
除
く
）。

　
高
額
報
酬
だ
け
に
条
件
は
厳
し
い
。診
療
所
は

在
宅
療
養
支
援
診
療
所
で
あ
る
う
え
常
勤
医
3

人
以
上
、24
時
間
対
応
。病
院
も
在
宅
療
養
支
援

病
院
か
つ
2
次
救
急
指
定
な
ど
が
必
要
に
な
る
。

さ
ら
に
担
当
医
の
研
修
、介
護
保
険
制
度
の
主
治

医
意
見
書
の
作
成
、通
院
す
る
全
医
療
機
関
や
全

病

内装が先行、
骨組みはこれから

診 療 報 酬 改 定
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処
方
薬
の
カ
ル
テ
記
載
な
ど
が
義
務
付
け
ら
れ

る（
図
）。

　
08
年
度
に「（
後
期
）高
齢
者
医
療
制
度
」が
発

足
し
た
際
、75
歳
以
上
対
象
の「
後
期
高
齢
者
診

療
料
」（
月
額
6
0
0
0
円
）が
設
け
ら
れ
た
。医

学
管
理
、通
常
の
検
査
・
画
像
診
断
、処
置
を
包
括

払
い
に
し
た
の
だ
が
、「
薬
も
注
射
も
含
ま
れ
る
」

な
ど
と
一
部
の
開
業
医
に
ま
で
誤
解
・
曲
解
が
広

が
り
、す
ぐ
に
廃
止
さ
れ
た
。

　
今
回
は
年
齢
要
件
を
外
し
、対
象
の
疾
病
を
絞

り
、取
得
条
件
を
厳
し
く
し
た
。慢
性
病
を
抱
え

る
高
齢
者
が
主
治
医
を
持
つ
意
義
は
大
き
い
。過

度
の
受
診
や
は
し
ご
受
診
も
避
け
ら
れ
る
。

　
た
だ
し
、
在
宅
療
養
支
援
の
診
療
所
と

病
院
で
常
勤
の
担
当
医
3
人
以
上
な
ど
の

「
機
能
強
化
型
」は
わ
ず
か
2
2
1
診
療
所
、

1
3
8
病
院（
12
年
）。高
い
報
酬
で
診
療
所

や
中
小
病
院
の
変
革
を
促
せ
る
か
ど
う
か
。

ニ
ッ
ポ
ン
医
療
の

宿
命
を
超
え
て
　

　
緊
急
時
の
入
院
に
応
じ
る「
在
宅
療
養
後

方
支
援
病
院
」、急
性
期
後
の
患
者
を
預
か
る

「
地
域
包
括
ケ
ア
病
棟
」、復
帰
を
目
指
す「
回

復
期
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
病
棟
」―
―
。

　
報
酬
改
定
に
並
ぶ
さ
ま
ざ
ま
な
病
院
の
役

割
分
担
を
な
が
め
る
と
、そ
の
再
編
成
の
難

し
さ
を
痛
感
す
る
。欧
州
主
要
国
の
よ
う
に

病
院
は
公
的
な
存
在（
教
会
運
営
を
含
む
）で

は
な
く
、わ
が
国
で
は
主
に
民
間
へ
医
療
機

関
の
整
備
を
託
し
た
。初
期
投
資
は
補
助
金

■
宮
武  

剛
（
み
や
た
け
・
ご
う
）

毎
日
新
聞
社
・
論
説
副
委
員
長
、埼
玉
県
立
大
学
、目
白
大
学
の
教
授
を
経
て
、

目
白
大
学
生
涯
福
祉
研
究
科
・
客
員
教
授
。Ｎ
Ｈ
Ｋ（
Ｅ
テ
レ
）「
福
祉
マ
ガ
ジ
ン
」

編
集
長（
毎
月
、最
終
水
曜
日
午
後
８
時
放
映
）や
Ｎ
Ｐ
Ｏ「
福
祉
フ
ォ
ー
ラ
ム
・

ジ
ャ
パ
ン
」会
長
も
務
め
る
。

程
度
で
済
ん
だ
が
、一
定
の
メ
ン
テ
ナ
ン
ス
費
用

も
含
め
診
療
報
酬
で
手
当
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。ま
し
て
医
療
機
関
の
分
担
・
連
携
・
合
併
を
強

制
は
で
き
な
い
。

　
何
し
ろ
医
療
法
で
は
基
本
的
に
病
院
と
診
療

所
の
区
別
は
20
床
を
境
に
分
か
れ
る
だ
け
。病
院

も
法
的
に
は
一
般
病
床
と
療
養
病
床
の
区
別
し

か
な
い
。

　
人
口
減
少
と
超
高
齢
化
に
備
え
急
性
期
病
床

の
抑
制
と
慢
性
期
対
応
の
拡
充
を
図
る
に
は
、や

は
り
医
療
提
供
体
制
の
骨
格
を
組
み
直
し
、そ
の

内
装
の
形
で
診
療
報
酬
の
肉
付
け
を
急
ぐ
両
面

作
戦
に
迫
ら
れ
る
。

　
そ
の
た
め
各
都
道
府
県
で
先
行
き
の
地
域
医

療
の
あ
り
方
を
決
め
る「
地
域
医
療
ビ
ジ
ョ
ン
」

の
策
定
が
義
務
付
け
ら
れ
た
。病
院
の
再
編
成
な

ど
に
は「
基
金
」（
14
年
度
は
9
0
3
億
円
）か
ら

補
助
金
も
出
る
。

　
ど
ん
な
形
で
病
院
の
連
携
を
進
め
る
か
、ど
の

よ
う
に
病
院
群
は
役
割
を
分
担
す
る
か
、い
か
な

る
合
併
が
有
効
か
。各
地
で
試
行
錯
誤
の
時
代
を

迎
え
た
。

外来医療の機能分化・連携の推進

大病院の一般外来の縮小
・紹介率・逆紹介率の基準の引き上げ
・長期投薬の是正

厚労省資料を一部改変

専門的な診療
紹　介

逆紹介
外
来
受
診

医
療
が
必
要
な
時

介
護
が
必
要
な
時

主治医機能の評価
地域包括診療料　1,503 点
地域包括診療加算 　20点

全人的かつ継続的な診療

患者がアクセスしやすい
中小病院、診療所

地域の拠点となるような病院

介護保険サービス等

○複数の慢性疾患を有する患者の対応
○必要な時にいつでも連絡が取れ、
　適切な指示を出せる体制の確保
○専門医や介護保険施設等への
　適切な紹介
○継続的な服薬や健康管理　等

○外来業務の負担軽減
○専門外来の確保
○一般外来の縮小


